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（参考）ワシントン大学の Facts データ 
本稿では、University of Washington（州立）の資料等に依存しているところが多い
ので、参考に同大学の Facts を示す。 
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１．米国のグラントにおける予算費目 
 

○ NSF への予算申請書をモデルとしてみると、直接経費 (Direct Costs: 
A-G の Total)と間接経費(Indirect Costs: I)に分かれる。 

○ 直接経費としては 

A. Senior Personnel 
Principal Investigator, Program Director, CO-PI(共同主任
研究者)、教授、及びシニア研究者の給与・賃金 

B. Other Personnel 
ポスドク、専門技術者（テクニシャン、プログラマー）、大学
院生、学部学生、秘書・事務員等の給与・賃金 

C. 福利厚生給付(A 及び Bの給与・賃金に対する) 

D. 設備 

E. 旅費（国内、海外） 

F. 参加者へのサポート 
奨学金(Stipends)、旅費、生活費(Subsistence)、その他 

G. その他の直接経費 
材料・補給品、出版物・文書・宣伝、コンサルタントサービス、
コンピューターサービス、サブアワード、その他 

○ 我が国の同種の制度と比較すると、主任研究者の研究に従事する人・
月に応じて、給与及びフリンジベネフィットを補填できる点が異なる。
また、ポスドク及び専門技術者、大学院生、学部学生、秘書等に関し
ても、当該研究資金で雇用することができ、学費や生活費のサポート
も可能となっている。 

○ 間接経費は、当該研究機関毎にあらかじめ定められた F&A レートを上
記直接経費(Direct cost)の合計にかけた額である。 

○ Cost Sharing という概念が導入されており、大学側の財源による協力
が要請されている(各 funding 機関で対応はまちまちだが、NSF では
1％が求められている)。大学側が給与保証しているアカデミック期間
中の一部を当該研究に充てることは、ひとつの Cost Sharing の例で
ある。
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○ NSF の予算要求フォーマット (Summary Proposal Budget) 
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○ 典型的なグラントの積み上げ例を以下に示す。 

- 給与とフリンジベネフィットの合計が 50%かそれ以上のケースが
多い。支給品やサービスは 10%かそれ以下。MTDC と F&A cost の合
計で通常 90%。これに MTDC 算出では除外したが、研究には必要な
機材がある。 

 

典型的なグラントの積み上げ 
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典型的なコストシェアリング積み上げ例 
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２.間接経費(Indirect Cost)の起源 
 

○ 今日、米国の研究大学では、連邦政府が支援する研究は大きな存在と
なっているが、第二次世界大戦前は、連邦の研究助成は存在していな
かった。状況が劇的に変わったのは、Office of Scientific Research 
and Development が戦時中、軍事技術の発明、開発に集中投資したと
ころ、大学の科学、医学、工学界が多数成功し、大学の科学技術の潜
在力を認識するに至ったからである。 

○ 1947 年、Office of Naval Research (ONR) は、コントラクトにより
大学の教員を活用してプロジェクトを実施していたものを、大学への
ファンディングプログラムとして正式に確立した。そのプロセスにお
いて Institutional Cost(現在では F&A Cost)の問題を検討した。 
ONR は、フィロソフィーとして「大学をベースとする研究インフラは、
海軍の契約に関連して発生するコスト－明らかに直接経費を超えて
も－を大学に払い戻されることによって拡大し、改善される。」とい
う考え方を確立した。当初は Flat rate を適用していた。 

○ DHEW (Department of Health, Education and Welfare) も、ONR のフ
ィロソフィーを理解したものの、上限は８％に制限していた。 

○ 戦後、大学と連邦政府は F&A Cost レートについて議論していたが、
1958 年、Bureau of the Budget が、ガイドラインとなるサーキュラ
ーA-21（コストを正当化する基準、教育と研究の間のコスト配分方法、
書類の要請、認められ難いコスト等）を公表。 

○ 1958 年、NIH は法令により 15%にフィックスし、1963 年に 20%に改訂
した。 

○ 1966 年、政府は F&A Cost のシーリングを撤廃し、大学には、間接経
費は完全に払い戻されるべきとの方針を確立した。同時に大学からの
支援によって連邦が支援するファンドが増大することを求めて、「コ
ストシェアリング」が DHEW Appropriation Act で制度化された。こ
れにより、多くの大学が Faculty Time の一部をさいて研究に向ける
こととなった。 
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３．サーキュラーA-21 の変遷 

 

○ グラント等について、6 つのサーキュラーが OMB (Office of 
Management and Budget. 前身は Bureau of the Budget) から出され
ており、このうち高等教育機関については A-21 (cost principle)、
A-110 (Administrative requirement)、A-133 (audit requirement)
が適用。 

① OMB サーキュラーA-21 
グラント、コントラクト、その他教育機関との協力協定に適用す
るコストを決定する原則を定めたもの。この原則は、コスト決定
問題を取り扱っており、個別のプロジェクトの財政支援における
政府機関の参画・関与の程度を規定するものではない。この原則
は、連邦政府に法令によって制限されたり禁止される場合を除き、
会計原則に沿って受け入れられる全コスト中の公平なシェアを負
担するよう設計されている。連邦機関はコストの個々の項目につ
いて、追加的な制限を負荷するべきではない。 

② OMB サーキュラーA-110 
高等教育機関、病院、その他非営利機関へのグラントないしは協
力協定の運営において、連邦機関間の一貫性と統一性を確保する
ための標準を定めたもの 

③ OMB サーキュラーA-133 
連邦資金に消費する（州、地方政府）、非営利機関の監査に関して、
連邦機関間の一貫性と統一性を確保するため標準を定めたもの 

 

○ A-21 は 1958 年に制定されたが、その後 1961 年～1976 年にかけて６
回改正。 

○ 1979 年、連邦政府機関、大学、OMB は長い期間の交渉の後、A-21 を大
きく改正した。この間の当事者の認識は、 

① 政府側： 
コスト算出方法の統一性の欠如と、給与のチャージについての規定
ぶりに不満 

② 大学： 
政府官僚による不合理な介入や、将来受ける監査での指摘を受けな
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いようにするため、算入が認められるコスト(allowable cost)のよ
り明快な定義を要求 

1979 年改正においては、報告頻度を増加、機関内のフレキシビリテ
ィを低減、間接経費を決める際に基準となる MTDC(Modified Total 
Direct Costs)の概念を導入することになった。 

○ 間接経費増大を抑止するための次の３つの提案は、議会承認を受け入
れられなかった。 

① 1983 年 DHHS(Department of Health and Human Services)が間接
経費のシーリングを提案 

② 1985 年 DHHS は間接経費を 1985 年レベルで凍結するように要求 

③ 1986 年 OMB と DHHS は、administrative cost の払戻を 20%に制
限することを提案 

○ 1986 年の A-21 改正において、Faculty administrative cost に 3.6%
キャップを設けたが、これは後日、administrative cost のキャップ
を設けることの前例ともなった。 

○ 一方、予算に対するプレッシャーの増大、研究コミュニティからのフ
ァンディング拡大要求、深刻なコスト計算エラーの発覚、連邦ガイド
ラインのあいまいさ、が F&A Cost の制限に向かって加速させた。そ
の結果、大学における連邦検査の増大を招き、1991 年に A-21 の改正
を 行 い 、 Administrative Cost (General Administration, 
Departmental Administration, Sponsored Projects Administration)
のキャップを 26％とした。 

○ 1993 年の改正においては、給与の規制 (Administrative and Clerical 
Salaries) 、 間 接 経 費 の コ ス ト プ ー ル を ”Facilities” 
と ”Administrative” に公式にグループ分けすることになった。 

○ 1996 年の改正においては、コストをチャージする際に、その一貫性を
要求、詳細な CAS (Cost Accounting Standard)開示明細書の提出を要
求、equipment の範囲の拡充、競争的資金に対する間接経費比率の固
定(当初 1 年の比率を 5 年のグラントでは 5 年間適用)、“Indirect 
Costs”から”Facilities and Administrative (F&A) costs”に用語
を置き換え、とされた。 
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（注）OMB のサーキュラーについて 

CFR （Code of Federal Regulations）Title 5 1301.1によると、 
「in carrying out its responsibilities, the Office of Management 
and Budget issues policy guidelines to Federal agencies to promote 
efficiency and uniformity in Government activities. These 
guidelines are normally in the form of circulars.」 
と定められている。つまり、OMB サーキュラーは「policy guideline」
であり、法的拘束力は発生しない。 
 OMBは連邦省庁の活動に対して大きな影響力を持っているため、連
邦省庁はOMBサーキュラーを無視することはできないというのが現状。 
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４．F&A cost レートの計算方法 
 

○ A-21 では下記の通り記述されている。 

- Direct cost 
「個別のスポンサー付プロジェクトに対して、高い 
精度で比較的容易に確定できるコスト」 

- F&A cost 
「共通ないしは共同の目的のために発生するコストであり、従っ
て個別のスポンサー付プロジェクト、教育活動ないしはその他い
かなる大学の活動に対しても、容易に個々に確定できないコスト」 

○ スポンサー付研究に対する F&A cost レートは、A-21 で示された枠組
みに沿って行われる。 

○ コスト計算の基礎となるのは、前年の活動に対して監査を受けたデー
タを用いることとされている。 

 

ステップ１ 

○ Direct cost は、 
 Instruction, Sponsored Research, Other Sponsored Activities, 
Other Institutional Activities に分けられる。このうち、Sponsored 
Research では、MTDC (Modified Total Direct Cost)に調整する。こ
の際、設備、診察、学費免除、奨学金、賃貸料、設備投資、外注費 ($2,500
を越えた部分)を控除して計算する。 

 

ステップ２ 

○ 大学内の全ての F&A costs は、9 種類のコストプールのどれかに振り
分けられる。 

- Buildings and Improvements 

 建物の減価償却 

 建物の一部分（研究に関連した部分） 

 土地改良（側道、外部照明、造園） 
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- Interest 

 負債の利息(研究に関連した建物、設備及び設備改良で必要
となったもの)  

- Equipment 

 政府資金で購入しなかった設備品目 

 設備の減価償却(研究室内に設置した設備を含む) 

- Operations and Maintenance 

 プラント稼働及びメンテナンス費用 
(電気、ガス、水道、設備管理、防災、環境衛生、運搬、構
内安全保障、設備マネジメント) 

- Library 

 図書館(管理、図書購入、定期購読誌) 

- General Administration 

 管理一般、役員関連、事務所関連（人件費、給与、購買・
経理部門、役員室維持・管理） 

- Departmental Administration 

 カレッジ／スクール及び学科レベルでの研究プログラムサ
ポート・管理（専門家及び教員の管理手当、技術サポート
及び管理サポートスタッフ、支給品、旅費、電話等） 

- Sponsored Projects Administration 

 研究またはトレーニングのサポート組織（グラント、受託
研究の経理・サポート等） 

- Student Service Administration 

 大学院生向けサービス（カウンセリング、ヘルスケア、大
学院生管理事務所とその活動） 

○ Indirect costを４つの主要機能にコストアロケーションする方法は、
何段階かステップを重ねることが多い。 

○ スペースに関連するコストは、ビルディングに割り振られ、割り当て
られた面積でユニットに振り分けられ、スペースサーベイないしは給
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与・賃金によって各ファンクションに割り当てる。 

○ アドミニストレーションコストは、MTDC ないしは給与・賃金によって
割り振られる。 

○ ライブラリーコストは、利用者数に基づいて割り振られる。 

 

○ F&A レートの計算フロー 

 

Direct cost of 
Sponsored Research All other costs

Buildings and 
Improvement Interest Equipment Operations and 

Maintenance Library General 
Administration

Departmental 
Administration

Sponsored Projects 
Administration

Student Service 
Administration

Indirect cost of 
Instruction

Indirect cost of 
Organized Research

(TFAC)

Indirect Cost of Other 
Sponsored Activities

All year-end costs as reported in university financial statement

Direct cost of 
Instruction

Direct cost of Other 
Sponsored Activity

Direct cost of Other 
Institutional Activities

MTDC Adjustment
(Indirect Cost Pool)

(Public Service Projects)

Indirect Cost of Other 
Institutional Activities

Proposed F&A Rate = TFAC
MTDC
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５．F&A cost rate の交渉 
 

○ Cognizant agency (管轄機関)は、全ての連邦機関を代表して大学と
F&A rate を交渉し、承認することとされている。 

- 通常、 Department of Health and Human Service (DHHS) か
Department of Defense Office of Naval Research (ONR)のうち、
過去３年のファンドが多いいずれかの機関が担当する。 

○ Cognizant Agency は、他の連邦機関の関心事項を聞いた上で、交渉に
望む。交渉結果は Cognizant Agency からファンディング機関へ通報
する。 

○ F&A cost rate の申請に関する Format は A-21 の付属文書で示されて
いる。 

○ ワシントン大学のケースでは、1995 会計年度に DHHS と「57%」で交渉
を行ったが、最終的に 97 年 48.5%、98 年、99 年 51%、2000～2002 年
52%で応じた。 

ワシントン大学の F&A cost レート（オンキャンパス、1980-2002）
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○ ワシントン大学の MTDC と構成要素の割合 

 

 

○ 次ページ以下の Agreement は、2001 年 11 月にワシントン大学と DHHS
との間で締結されたもの。F&A レートは、適用期間、実施場所別（例
えばオンキャンパスかオフキャンパスか）、機能別に示されている。
この結果、大学のオンキャンパスの F&A レートは、2002 年 7 月以降、
52.0％から 51.6％になっている。またフリンジベネフィットレートに
ついても、教授等の職種別、実施場所別に示されている。 
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典型的に利用されるレート 
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教授 
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(ワシントン大学) 
(DHHS) 
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６．米国研究大学の F&A レートの比較 
 

○ 15 の主要な研究大学における 2000 年度のオンキャンパスの F&A レー
トは 44～64％とばらついている。 

○ コスト構成でみると Facility cost に大きな差があり、最も低いのが
Univ. of North Carolina, Chapel Hill の 18.5％。一方、Johns Hopkins
や MIT は 39 ないし 41％。このうち、Building and Improvement, 
Interest 及び Equipment で大きな差になっている。 

○ North Carolina 大学が低い理由は、①大学の研究施設は比較的古いこ
と（当時の建設費は安い）、②建物が古く、認められた償却費は 2％に
抑えられていること、③建物以外に金利の支出は認められていない。
対照的に Johns Hopkins 大学は新しい借り入れによって建設した研究
用ビルが含まれており、金利分の 8％まで認められている。 

○ 1991 年まで F&A レートの上昇要因は、Administrative Cost であった
が、91 年の A-21 の改正によって 26％キャップが導入された。15 大学
中 9大学が 26％上限を採用している。 

○ ワシントン大学の 1987 年から 2000 年までの F&A レートは 7.5%上昇
（44.5%から 52%）。Facilities Cost は 9.5％上昇(16.5%から 26%)。
逆に Administrative Cost は 2％減少(28%から 26%)。 

○ ライブラリーのコストは、ほとんどの大学で 2％ないし 2％以下であ
る反面、MITや Stanford は 4％超である。大学の規模が関係しており、
MIT や Stanford は比較的学部学生数が少ない一方、大規模な研究プロ
グラムを抱えており、研究部門へのコストの割掛けが大きくなる。 
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主要な１５研究大学における F&A レート 
（オンキャンパス、連邦政府資金、FY2000） 

F&A コスト構成の比率比較 
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７． F&A Cost の戻入状況（ワシントン大学の例） 

 

○ 2000会計年度の同大学のグラント及びコントラクトは総額$650Mと想
定された。F&A レートが 52％であるので、直接経費が$425Ｍ、間接経
費が$229M と試算されるが、実際に間接経費として受け取るのは$119M
である。 

○ この理由は、①Total Direct Cost(TDC)ではなく、一定の費目が控除
されたMTDCに F&Aレートを割掛けられること、②天文台や加速器等、
キャンパス外の研究が含まれていること（オフキャンパスのレートは
低い）、③実際適用される F&A レートは、公定レートより低い（農務
省のレートは 19％、research training グラントは 8％、民間の基金
からのレートは 10％が多いなど）。ワシントン大学における F&A Cost
の戻入状況の経緯は次のとおり。 

○ ワシントン大学における F&A cost の戻入の実績 

（Total Direct Costs 額及び戻入された F&A Costs の Total Direct Costs
に対する比率） 
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○ 間接経費$119M の振り向け先は、以下のとおり、Academic Unit、
Non-Academic Unit の双方に配分される。それぞれの部門でのウェイ
トの違いはあるものの、重要な財源となっている。さらに、約$19M は
建物等資本費(Building Capitalization)への繰り入れを予定してい
る。 

 

○ ワシントン大学のFY01予算は別紙のとおり。Unrestricted、 Capital、
Restricted に分かれており、間接経費の概ねは Unrestricted の
Designated Operating Funds に繰り入れられる。Unrestricted はお
よそ$600M オーダーであるところ、そのうち$100M は大きな財源とな
っている。 
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ワシントン大学予算の概要ワシントン大学予算の概要ワシントン大学予算の概要ワシントン大学予算の概要(FY2001 Budget Summary)(FY2001 Budget Summary)(FY2001 Budget Summary)(FY2001 Budget Summary)    

（単位：千$） 

 

 

UnrestrictedUnrestrictedUnrestrictedUnrestricted

RevenuesRevenuesRevenuesRevenues ExpendituresExpendituresExpendituresExpenditures
General Funds 335,811 General  & Designated Operating
Tuition & Fees 134,058 Expenditures
Designated Operating Funds 185,423 01 Instruction 313,447

02 Research 54,417
Total Revenues 655,292 03 Public Service 1,738

04 Primary Support Services 45,175
05 Libraries 35,289
06 Student Services 16,878
07 Hospital Academic Support 21,343
08 Institutional Support 69,571
09 Plant Operations & Maintenance 79,760

Transfers to Capital/Debt Service 27,433

Total Expenditures 665,051

CapitalCapitalCapitalCapital

RevenuesRevenuesRevenuesRevenues ExpendituresExpendituresExpendituresExpenditures
State Funds 67,150 Major Projects-Capital Allocation 140,750
Bonds-Local Funds 62,400 Major Repairs-Capital Allocation 20,400
UW Building Account-Local Funds 12,500 Deferred Renewal-Capital Allocatio 0
Donor/ICR-Local funds 19,100 Deferred Renewal-Local Fund 0
Transfer from Unrestricted Local Fund Wire Plant-Capital Allocation 0

Total Revenues 161,150 Total Expenditure 161,150

RestrictedRestrictedRestrictedRestricted

RevenuesRevenuesRevenuesRevenues ExpendituresExpendituresExpendituresExpenditures
State Restricted Funds 5,899 State Restricted Funds 5,899
UWMC 390,451 UWMC 390,451
Auxiliary Enterprises 228,038 Auxiliary Enterprises 228,038
Auxiliary Education Activities 124,799 Auxiliary Education Activities 124,799
Grant and Contract Direct Cost 600,843 Grant and Contract Direct Cost 600,843
Ricovery Ricovery
Gifts 65,074 Gifts 65,074

Total Revenue 1,415,104 Total Expenditure 1,415,104

TotalTotalTotalTotal
RevenuesRevenuesRevenuesRevenues 2,231,5462,231,5462,231,5462,231,546 ExpendituresExpendituresExpendituresExpenditures 2,241,3052,241,3052,241,3052,241,305
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８．グラントと大学の関係 

 

○ グラントは、米国の大学、特に研究大学にとって極めて重要。このた
めプロポーザルを提出するには、学内の責任者（学部長、財務、施設、
設備、人事などの責任者）との協議を行った上で、最終的にはグラン
トについての責任を有する大学の代表者（副学長やグラント要求部
長）のサインを得て提出することになる。 

○ ワシントン大学内では、グラント提出に当たってのチェックリストに
は、次のような注意事項が記されている。 

 

①研究スペース 

A. スペースの確保は承認されているかどうか。リノベーションが必要
な場合、コストについては学部長や学科長、プラント部や設備運営
オフィスと相談・承認されているか。 

B. 学外にスペースが必要な場合、大学の不動産オフィスと相談してい
るか。 

C. 新しいスペースに建設されることになっているならば、学部長、学
科長、プラント部や設備運営オフィスと要求について相談している
か。 
 

②スタッフ 

A. 大学において、教授の教育時間を解除する場合、教員給与をコストシ
ェアリングとして提供する場合、学期期間中さらなる業務追加として
教員の給与を補填する場合、あるいは夏期休暇中の教員の給与を補填
する場合、学科長や学部長の承認を得られているか。 

B. 教授以外のスタッフについて、給与や身分を人事部と調整したか。 

③設備、必需品、サービス 

A. 高価な機器・設備や外国製の設備の導入を要求する場合に、そのコス
トと資源について、購買部と協議したか。 

B. 学部内で設備の重複を避けるため、学部長のオフィスないしは設備登
録管理オフィスの審査を受けたか。 
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④その他の事項 

A. human subject を扱う場合、その対策が大学の政策と一致しているか
検討され、その結果がグラント・コントラクトサービスの人事部門に
提出されているか。 

B. 実験などに脊髄動物を使用する場合、その対策について大学の動物保
護委員会のレビューを受けているか。 

C. 放射線有害物、環境有害物、組み替え DNA を扱う場合、大学の放射線
安全部長ないしは環境建物・安全部長と協議しているか。 

D. 情報の機密区分を求められた場合、プロジェクトについて学科長、学
部長、グラント・コントラクトサービスと協議したか。 

E. Indirect cost が大学に全額還元されない場合、グラント・コントラ
クトサービスと協議したか。 

F. 他の機関と協力してプロポーザルを提出する場合、当該機関の組織と
しての承認が得られているか。それぞれの機関の役割がプロポーザル
では明確に記載されているか。 

G. 研究の成果が本や論文になる場合、出版部と協議したか。 
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９．F&A Cost についての OSTP のレビュー結果 
 

○ 米国においては、1998 年 NSF 承認法において、議会から間接経費の分
析が要求され、これに応じて OSTP (Office of Science and Technology 
Policy)が 2000 年 7 月にレポートをとりまとめた。その内容は以下の
とおり。 

(1) 間接経費レートの機関間の差異 
 一般的には相当な開きがあるかの如く認識されているが、大学、国
立研究機関、企業を比較しても間接経費レートは遜色ない。（7大学の
平均 31％、13 国研の平均 33％、13 企業の平均 36％） 
（注）ここでは全コスト中の比率 

(2) 各機関における F&A レートの推移と方針 

・ 一般に F&A コストは上昇し、研究者向けの直接経費が減少してい
るかのように信じられているが、F&A レートはこの 10 年間約 50％
と安定している (Office of Naval Research と Department of 
Health and Human Services のデータ) 

・ 内訳をみると Administrative コストは低下、一方 Facility コス
トは上昇。これは 91 年に導入された Administrative コストのキ
ャップによる。同時に州立大学と私立大学の間の差が縮まってい
る。Facility レートは州立と私立の間になお差がある。（この事
情は、私大側では、高額の設備を使用していること、使用料に変
えて償却費を計上するようになったこと、建設費用に借入金を充
当していること、州が支援している州立大学より F&A コストに総
じて熱心であるなどの複合的な要因による。） 

・ 政府が承認したいわば「公定 F&A コスト」と実際に回収した「実
効 F&A コスト」が各大学にあることが判明。理由は連邦機関側に
F&A コストを制限するところや、州ないし大学内にも F&A コスト
の回収を自ら制限するところがある。 

（政府側の方針） 

① USDA グラントは、14％に制限。公有地の供与を受けた大学では、
cooperative agreement による研究を 0％で受けることが多い。 

② NIH はトレーニンググラントでは 8％。 
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③ USAID を含む国際プログラムは、F&A コストを認めていない。 
 
具体例を示すと、X私立大学は、公定レートでは 48％であるが
実効レートは 44％とみられる。また Y州立大学は、公定レート
では 37％であるが、実効レートでは 30％とみられる。 

（研究機関側の方針） 

④ 若手ないしは新人の研究者への資金供与においては、スタート
アップファンドを最大化するため、大学はたびたび F&A コスト
を放棄。 

⑤ いくつかの大学は、NSF の 1％コストシェアリング要求を受け入
れ。 

⑥ プログラムオフィサーの圧力を受けて、F&A レートを低めにす
ることに同意する場合もある。 

（州の方針） 

⑦ 多くの州では、間接経費の回収を州の方へまわしてしまうので、
大学側が完全回収を要求しない。 

・ Council on Governmental Relations (COGR)の非公式調査では、
「公式レート」と「実効レート」の差額は約 6億ドルであり、こ
の金額が毎年回収されていない。従って、大学が自らの資金で研
究に投資している 50 億ドル中 6 億ドルが F&A コストの未回収分
に相当。 

 

(3) サーキュラーA-21 の変更のインパクト 

・ 1990 年代、間接経費に対する議会や世論の結果、A-21 は何度か
変更された。ある種のコストには支出の制限を設けたり、コスト
の一貫した取扱いを行うために説明をつけたり、Administration
の手続きを簡略化したこと等である。 

・ 93 年に Administrative キャップが施行され、結果 2％の F&A レ
ートの低減につながった。以降レートは安定している。 

・ 図書館のレートは 88 年以降コンスタント。 

・ 建物及び設備の減価償却ないし使用料は 88 年に 6％近くだった
ものが 99 年に 9％に上昇。そのうちの何割かは運営・メインテナ
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ンスレートの低下分に見合っている。 

(4) F&A レートについての連邦や州法のインパクト 

・ 連邦や州法によって、大学の活動、すなわち有害廃棄物、労働安
全、動物飼育、人権保護などの規制が及んでおり、これらによる
追加コストは Administrative コストの増加につながっている。
26％のキャップがはめられているため、これを越える部分につい
ては大学側の財源を必要としている。 

(5) F&A レートの上昇を減らしコントロールするオプション 

・ General Accounting Office は 91 年のキャップの導入によって
$104M の節約につながったとみている。また、F&A レート決定プ
ロセスの一貫性を改善し、研究機関間のレートのばらつきをなく
す改訂が行われ、F&A の節約を研究プロジェクトに振り向けた。
従って近年の改正は、間接費システムのアカウンタビリティーの
向上になっている。 

・ F&A 支出を減らすオプションは他にもあるが、これらのオプショ
ンの多くは、連邦や大学に課せられる Administrative な負担と
比較して得られるものが少なく、ほとんど実施されていない。
Indirect Cost 削減の一方、これらの負担は大学側に振り向けら
れることになる。この結果、トータルの研究資金の削減、教育に
振り向ける資金の削減、ないしは授業料の上昇につながる。 

 (6) F&A データベースの策定 

・ F&A レートとコストについて、連邦政府はシステム的なデータ収
集・保存を実施していない。このため、連邦政府の F&A コストの
データベースを構築するべきであり、政府内の機関にデータの収
集と分析の責務を要求することになる。データは、OMB と関係機
関が大学の代表者の力を借りて整備することになる標準化F&Aプ
ロポーザルフォーマットで収集され、そのフォーマットが A-21
に追加される予定。 
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（結論） 

(1) 過去 10 年に渡り、F&A レートは安定的に推移している。 

(2) 連邦の政策によって、さらに F&A レートを抑制することは可能で
あるが、大学にコストシェアリングの圧力をかけることは、大学に対
して有害と考える。研究と教育への大学の支出に影響を及ぼし、授業
料の値上げにつながる可能性もある。 

(3) 大学における F&A レートは、連邦の国研や企業といったその他の
研究機関よりも低い。 

(4) 連邦の法令、連邦機関の方針、州の方針、学内の方針によって、
大学は、交渉によって認められた公定レートによる F&A コストの一部
を負担している。 

(5) F&A のデータベースを構築すべきである。F&A レートの申請フォー
マットは、この目的に沿って開発されるべきである。 

 

・ 連邦政府の大学への研究投資は、国の絶えざる経済発展のために必須
である。大学への研究資金は、1993 年の$11.7B から 2001 年の$17.8B
へと 53％の伸びを示している。我々の分析では、大学がこの投資を効
果的にすることに貢献しており、よって我々は研究を行っている機関
へのさらなる追加コストを課すことには反対である。 

・ F&A コスト負担を削減するコストシェアリングを増やす圧力は、その結
果として科学的施設の建設や改修への投資を減らすことになり、将来
の研究能力を危うくすることになる。連邦政府は、大学と協力して研
究設備、科学機器、設備類への適正な投資を確保するべきである。 

・ この適正な投資によって、最新の研究の生産性が向上することを支え
ること、及び将来の科学技術の重要なブレークスルーを実現する研究
教授陣のさらなる能力向上が期待できる。
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１０．政府と大学の関係についての NSTC レビュー結果 

 

○ NSTC (National Science and Technology Council)は、1999 年 4 月
に  ”Renewing the Federal Government-University Research 
Partnership for the 21st Century” というレポートを発表した。 

○ この報告書は、96 年 9 月に大統領から NSTC に対し、研究やそれに関
連した教育における政府と大学のパートナーシップについて評価し、
関係を強化する方策の構築を行うこととされたことを受けて作成さ
れた。NSTC の援助を受けて、OSTP は連邦の各省代表者からなるタス
クフォースを座長となり、ワーキンググループレビューの力も借りな
がらこのレビューを実施した。この報告書においては、米国の大学と
政府の関係が生産的であり、知識の発見の促進、技術的イノベーショ
ンの蓄積、QOL の改善、次世代の科学者・技術者の養成、米国経済繁
栄への貢献を行っていることを認識した上で、21世紀へ向けたさらな
る強化を目指して次の原則が採択された。 

 

１．Guiding Principles 

・ Research Is an Investment in the Future. 
 

・ The Linkage Between Research and Education Is Vital. 
 

・ Excellence Is Promoted When Investments are Guided by Merit 
Review.（メリットレビューによって、資金助成が方向づけられる
と、さらに優れたものになる。） 
メリットレビューは、提案された研究やプロジェクトの質を評価し、
研究資金の配分を決定する評価プロセスと組み合わされて用いら
れる。メリットレビューは、研究を提案する個々人から独立した優
秀な人物の助言に依存する。上手く企画されたメリットレビューシ
ステムでは、研究の質と生産性を報い、リスクは高いが潜在的なリ
ターンも大きい努力を受け入れることができる。 
 

・ Research Must Be Conducted with Integrity. 
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２．Operating Principles 

・ Agency Cost Sharing Policies and Practices Must be Transparent. 
（研究機関のコストシェアリングポリシーは、透明であるべきであ
る。） 
大学の第一義的な貢献は、研究者のアイデア、知識、創造性といっ
た知的資本であるが、研究コストの一部を大学が担うことも時には
適当である。（場合によっては、コストシェアリングは規則によっ
て求められている。）正当な理由、例えばインフラを整備し、大学
側で将来の連邦資金獲得の競争力を高めることが第一の目的であ
るような場合には、コストシェアリングが適当である。ただし、資
金を受ける側が政府に対して単に財・サービスの供給者として行動
する場合には、コストシェアリングが不適当な場合がほとんどであ
る。もし政府の資金が十分に研究プロジェクトをカバーしない場合、
コストを大学に求める正当な政策的理由がなければ、政府機関と大
学はプロジェクトの規模を再検討すべきである。政府機関は、自ら
のコストシェアリングポリシーを明確にすべきであり、いつ、いか
なるコストシェアリングが選考の過程で出てくるのか、コストシェ
アリングへの期待額についての情報も含め、発表するべきである。 
 

・ Partners Should Respect the Merit Review Process. 
（パートナーはメリットレビュープロセスを尊重するべきであ
る。） 
全ての関係者が、メリットレビューが連邦資金の研究プロジェクト
配分の基礎になることを認識し、メリットレビューを受けずに連邦
資金を獲得しようとすることをやめた時に、科学はさらに素晴らし
いものになる。特定の個人や大学へ直接資金供与するためにメリッ
トレビューを無視するプロセスよりも、研究コミュニティがメリッ
トレビューに依存して、より生産的により賢明に将来性がある研究
を選択できると期待して、連邦の投資が研究に向けて行われるので
ある。メリットレビューの枠外で資金獲得に成功することは、この
プロセスに参加する研究者を失望させることになる。最も重要なこ
とは、メリットレビューをバイパスすることが、素晴らしい研究を
台無しにする脅威となることである。 
 

・ Agency and Universities Should Manage Research in a 
Cost-Efficient Manner.（政府機関も大学も、コストが効率的な方
法で研究を運営すべきである。） 
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大学ベースの研究や関連教育活動への資金供与、実施、管理、規制、
監査を行う目的は、研究と教育のパーフォーマンスのために最大限
に資源を活かすことであるべきである。この目的は、連邦資金管理
のために連邦が要求する内容を、連邦機関と大学が最低限のコスト
で実施すると達成できる。例えば、連邦資金管理の要請は、必要と
される程度の管理を効率的に実施するために、最小限の負担と最低
限のコストで済む方法に依存すべきである。同様に、大学は可能な
限り効率的に連邦のグラントを管理すべきである。 
 

・ Accountability and Accounting Are Not the Same. 
（説明責任（アカウンタビリティー）と会計（アカウンティング）
は同じでない。） 
アカウンタビリティーの第一義的な評価は、研究成果である。すな
わち研究者は政府へのコミットメントに一致した研究プログラム
をなしえたのか？ 財務的なアカウンタビリティーはもとより重
要であり、コストが効率的な方法で、研究の目的を達成するために
適切に使用されたことを、研究資金のスポンサーに確信させること
である。連邦機関は、合法的で良い管理が行われていることが分か
る程度に、そしてそれぞれの評価が大学や連邦機関に対する負担と
コストに十分見合うぐらい管理を改善する程度に、財務上のアカウ
ンタビリティーを要求しなければならない。 
 

・ The Benefits of Simplicity in Policies and Practices Should Be 
Weighed Against the Costs.（政策や実施の単純さの優劣は、コス
トに対して比較検討されるべきである。） 
規制、管理、コスト計算、監査を実施する際に、最高の政策と実践
を考える時には、制度を単純にした場合のコストとメリットを、多
種多様な連邦プログラムや大学の組織構造の多様性に対応できる
ように制度を複雑にした場合のコストやメリットに比較して、評価
するべきである。「ひとつのサイズが全て」とか「統一のための統
一」は、無意識に要求や負担を増やしうるが、実施する際に多様な
選択肢がある場合もまたコスト高となりうる。これらのトレードオ
フは、政府全体ないしは政府機関規模での政策変更が提案される時
には、常に注意深く評価されるべきところである。 
 

・ Change Should be Justified by Need and the Process Made 
Transparent.（制度変更は必要性によって正当化されるべきであり、
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そのプロセスは透明であるべきである。） 
政府と大学のパートナーシップにおける変更のプロセスは、可能な
限り透明であるべきである。管理、規制、監査要求、ないしはコス
トシェアリングにおいて、環境変化に対応する必要がある場合に制
度変更を行い、可能な限り頻度を少なくすべきである。制度の一部
を変更した場合のインパクトは、システム全体を俯瞰して理解しな
ければならない。また、政府機関や大学が制度変更に対応できるよ
うに、ある程度の時間をかけるべきである。 

以上 
 
 


